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台
湾
川
身
者
の
家
族
と
戸
籍
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「
帝
国
臣
民
」
家
族
か
ら

「外
国
人
」
家
族
へ

本
稿
で
は
結
婚
に
よ
り
戸
藉
と
国
籍
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る
日
本
在

住
の
台
湾
出
身
者
の
家
族
を
取
り
上
げ
、
国
籍
、
戸
籍
制
度
の
変
遷
が
、
海

を
渡
っ
て
結
婚

（国
際
結
婚
）
を
し
た
台
湾
出
身
者
家
族
に
与
え
た
影
響
に

つ
い
て
考
察
す
る
。

台
湾
出
身
者
は
日
本
人
と
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
よ

っ
て
、
日
本
人
と

の
家
族
を
形
成
し
た
。
戦
前
の
戸
籍
制
度
に
お
い
て
彼
ら
は
日
本
籍
の
外
地

人
と
定
義
さ
れ
た
一
方
、
一
九
五

0
年
の
父
系
国
籍
主
義
と
一
九
五

二
年
の

平
和
条
約
に
よ
り
戸
籍
を
喪
失
し
、
外
国
人
と
分
類
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

戦
後
半
世
紀
を
経
た
現
在
の
彼
ら
は
ほ
ぽ
日
本
国
籍
を
取
得
し
、
日
本
に
定

住
し
戸
籍
謄
本
に
よ
る

「
日
本
人
家
族
」
を
作
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
い
か
に

日
本
の
家
族
制
度
の
中
に
包
摂
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
。
そ
の
過
程
を
検
討
す

る
た
め
に
、
国
藉
を
考
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
の
特
殊
な
戸
籍
の
観
点

問
題
設
定

）
れ
ま
で
台
湾
出
身
者
の
日
本
へ
の
移
動
過
程
に
お
い
て
帝
国
臣

黄
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神
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か
ら
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

戦
前
、
台
湾
出
身
者
は
成
り
行
き
で
恋
愛
結
婚
か
見
合
い
結
婚
で
日
本
人

一

か
台
湾
人
と
結
婚
し
た
。
戦
後
、
歴
史
変
動
に
影
開
さ
れ

「
帝
国
臣
民
」
家

i

族
か
ら
「
外
国
人
家
族
」
に
な
っ
た

。
一
方
、
台
湾
人
に
嫁
い
だ
日
本
人
妻

~

も
「
日
本
敗
戦
」
と
い
う
歴
史
変
動
の
強
制
力
に
翻
弄
さ
れ
、

「日
本
藉
」
を

~

失
い
、
外
国
人
家
族
の
妻
に
な

っ
た
。
さ
ら
に
、
婚
姻
に
よ
っ
て
戸
籍
が
変

i

わ
る
、
あ
る
い
は
日
本
の
敗
戦
に
よ
っ
て
、
国
籍
が
変
わ
る
と
い
う
当
時
の
一

法
的
・
歴
史
的
状
況
に
対
し
て
、
台
湾
出
身
者
家
族
は
事
実
婚
、
不
本
意
な

[

離
婚
な
ど
の
戦
略
を
取
る
こ
と
で
対
応
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
よ
う

―

に
、

戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
戸
籍
や
国
籍
に
振
り
回
さ
れ
る
台
湾
出
身

~

者

「家
族
」
の
変
遷
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

民
教
育
と
移
動
要
因
の
関
連
性
や
終
戦
前
後
の
定
住
化
過
程
を
分
析

し
て
き
た
（
黄
―

1
0
0
八

a
、
黄
―
1
0
0
八
b
)。
本
稿
で
は
、
戦

後
日
本
で
定
住
す
る
こ
と
に
な

っ
た
台
湾
出
身
者
が
日
本
で
家
族
を



(
l
)
 

形
成
す
る
過
程
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
彼
ら
が
如
何
に
「
帝
国
臣
民
」

家
族
か
ら
「
外
国
人
」
家
族
に
な
り
、
さ
ら
に
「
日
本
人
」
家
族
に

な
っ
た
の
か
を
戸
籍
の
観
点
か
ら
検
証
す
る
。

台
湾
出
身
者
が
結
婚
す
る
場
合
、
戸
籍
制
度
と
密
接
な
関
係
が
あ

る
。
戸
籍
制
度
は
時
代
と
と
も
に
変
遷
し
、
た
と
え
ば
戦
前
の
戸
籍

に
は
、
内
地
籍
と
外
地
籍
が
あ
っ
た
。
植
民
地
出
身
者
の
台
湾
人
及

び
朝
鮮
人
に
は
日
本
国
籍
が
与
え
ら
れ
た
が
外
地
籍
と
分
類
さ
れ

た
。
つ
ま
り
、
内
地
の
日
本
人
と
植
民
地
の
「
日
本
人
」
と
を
同
一

視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め

、

先
天
的

•

生
来
的
日
本
人
と
後
天

的

・
人
為
的
「
帝
国
臣
民
」
の
身
分
を
区
別
す
る
た
め
に
戸
籍
制
度

が
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
人
に
は
「
内
地
籍
」

が
与
え
ら
れ
、
内
地
戸
籍
法
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
台

湾
人
は
一
九

0
五
（
明
治
三
十
八
）
年
に
台
湾
人
だ
け
を
対
象
と
し

て
発
効
さ
れ
た
台
湾
戸
籍
令
に
制
約
さ
れ
、
「
外
地
籍
」
が
与
え
ら

れ
た
（
図
l
)。

こ
の
よ
う
に
、
戦
前
の
家
族
制
度
に
お
い
て
戸
籍
と
国
籍
と
は
不

可
分
の
関
係
に
あ
る
が
、
日
本
在
住
の
台
湾
出
身
者
が
結
婚
す
る
場

合
は
、
台
湾
人
同
士
の
結
婚
よ
り
も
台
湾
人
と
日
本
人
と
の
結
婚
が

多
い
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
結
婚
に
よ
り
戸
籍
と
国
籍
が
複
雑
に

絡
み
合
っ
て
い
る
日
本
在
住
の
台
湾
出
身
者
の
家
族
を
取
り
上
げ
、

国
籍
、
戸
籍
制
度
の
変
遷
が
、
海
を
渡
っ
て
結
婚

（国
際
結
婚
）
を

し
た
台
湾
出
身
者
家
族
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

「
国
際
結
婚
」
の
研
究
に
お
い
て
は
、
江
戸
末
期
か
ら
開
国
後
に

か
け
て
、
日
本
人
と
欧
米
人
の
国
際
結
婚
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
た

（
嘉
本
二

0
0
-
）
。
続
い
て
、
明
治
以
降
、
外
国
人
に
よ
る
頻
繁
な

移
動
が
増
え
、
日
本
人
と
外
国
人
と
の
婚
姻
関
係
も
次
第
に
多
様
に

な
っ
た
。
と
く
に
、

一
八
九
五
年
の
日
清
戦
争
に
よ
る
台
湾
の
植
民

地
化
、
一
九
一

0
年
の
日
斡
併
合
に
よ
る
朝
鮮
の
植
民
地
化
に
よ
り
、

植
民
地
出
身
者
は
「
外
国
人
」
で
あ
り
な
が
ら
、
「
帝
国
臣
民
」
と

な
り
、
「
帝
国
臣
民
」
と
「
内
地
」
日
本
人
と
の
結
婚
が
増
え
て
き

た
。
こ
の
よ
う
な
結
婚
は
「
内
鮮
結
婚
」
か
「
内
台
共
婚
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
「
帝
国
臣
民
」
と
日
本
人
と
の
結

婚
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
竹
下
修
子
（
二

0
0
0
)
に
代

表
さ
れ
る
よ
う
に
「
内
鮮
結
婚
」
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
「
内
台
結
婚
」

に
つ
い
て
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か

っ
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た

研
究
は
、
「
内
鮮
結
婚
」
の
統
計
数
値
を
集
め
て
分
析
す
る
も
の
で

あ
り
、
日
本
の
家
族
制
度
の
特
殊
性
と
い
う
観
点
よ
り
も
「
国
際
結

婚
」
に
関
連
し
た
問
題
性
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
戦
前
日
本
に
移
動
し
、
こ
れ
ま
で
周
縁

的
な
存
在
と
思
わ
れ
て
き
た
台
湾
出
身
者
を
考
察
対
象
と
し
て
、
終

戦
前
台
湾
出
身
者
と
日
本
人
と
の
「
内
台
結
婚
」
を
「
戸
籍
」
制
度

の
視
点
か
ら
分
析
す
る
。
台
湾
出
身
者
は
日
本
人
と
婚
姻
関
係
を
結

ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
人
と
の
家
族
を
形
成
し
た
。
戦
前
の
戸

籍
制
度
に
お
い
て
彼
ら
は
日
本
籍
の
外
地
人
と
定
義
さ
れ
た

一
方、

一
九
五

0
年
の
父
系
国
籍
主
義
と
一
九
五
二
年
の
平
和
条
約
に
よ
り

戸
籍
を
喪
失
し
、
外
国
人
と
分
類
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
戦
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植民地台湾総督府特有の戸籍
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出典．中生勝美 2005. 151-73 

上記の（図 1)内地日本人用の戸籍謄本と比較すれば記載事項に種族、種別、阿片吸食、不具、纏足、

種痘という異なる項目がある。この種族とは、たとえば、当時の台湾先住民の分類である漢族化された

「熟蕃」と漢族化されていない「生蕃」 の区別があり、その「生蕃Jを意味する「生」が記入されていた。

日本人の警察官や寄留民の戸籍は「内」とあり、内地人を示しているのて、この項目は台湾総督府特有

の戸籍であったことがわかるだろう。読み取り方は以下のように参考されたい（表 1)。
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植民地台湾総督府の戸籍に関する読み取りかた

項 目 記 載 読み取り方

族 称
士族 士族

平民 平民

福 福建

廣 廣東

中 中華民国

清 清国

支 支那

種 族
内 内地

朝 朝鮮

平 平浦族

高 高山族高砂族

生 生蕃

熟 熟蕃

外 外国

第一種類 1国家公務員 2地方公務員 3善良及び名望がある人

種 別 第二種類百姓庶民

第三種類 特別人物（法律違反の人、犯人など警察に監視されている人）

阿片吸食
阿 有吸食

雅 有吸食

盲 盲

唖 唖

不 具
聾 聾

残 残

白痴 白痴

痘漏 疸掴

纏 足
纏 纏足している

解 纏足していたが

第一期接種済（生まれた後接種）

第二期接種済（公学校入学後接種）

種 痘 第三期接種済（追加接種）

感 感染個数

天 天然痘感染

表 1

後
半
世
紀
を
経
た
現
在
の
彼
ら
は
ほ
ぽ
日
本
国

籍
を
取
得
し
、
日
本
に
定
住
し
戸
籍
謄
本
に
よ

る
「
日
本
人
家
族
」
を
作
っ
て
い
る
。
彼
ら
は

い
か
に
日
本
の
家
族
制
度
の
中
に
包
摂
さ
れ
て

い
っ
た
の
か
。
そ
の
過
程
を
検
討
す
る
た
め
に

そ
れ
ら
の
制
度
と
関
係
を
み
な
が
ら
、
国
籍
を

考
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
の
特
殊
な
戸
籍

の
観
点
か
ら
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
戦
前
か
ら
戦
後
に

か
け
て
彼
ら
が
経
験
し
た
国
籍
変
化
を
通
し
て

「
帝
国
臣
民
家
族
」
か
ら
「
外
国
人
家
族
」
に

身
分
が
変
化
し
、
そ
の
後
日
本
国
籍
を
取
得
し

た
台
湾
出
身
者
家
族
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
た
社

会
的
・
歴
史
的
文
脈
を
明
ら
か
に
す
る
。

台湾高雄市政府民政局 HP

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
対
象
者
と

そ
の
家
族

前
述
し
た
よ
う
に
調
介
対
象
者
は
一
九
一
二
五

か
ら
一
九
四
五
年
の
間
に
仕
事
か
結
婚
の
理
由

で
渡
日
し
、
現
在
、
日
本
に
居
住
し
て
い
る
台

湾
出
身
者
二
三
人
（
男
性
一

七
人
と
女
性
六
人
）

で
あ
る
。
彼
ら
は
一
九
一
七
年
か
ら
一
九
―
一
七
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年
に
台
湾
に
生
ま
れ
、
日
本
で
子
ど
も
を
作
っ
て
家
族
を
形
成
し
た
。

(
3
)
 

そ
の
う
ち
終
戦
前
、
結
婚
に
よ
る
台
湾
出
身
者
の
家
族
経
歴
は
表
2

に
示
し
た
。

調
査
対
象
者
の
な
か
で
日
本
人
と
結
婚
し
た
の
は
台
湾
人
妻
の

U

(
4
)
 

さ
ん
や
台
湾
人
夫
の

F
さ
ん
、

G
さ
ん
、
H
さ
ん
、
I
さ
ん
、

J
さ
ん
、

K
さ
ん
、

M
さ
ん
、

P
さ
ん
、
Q
さ
ん
、
R
さ
ん
、

S
さ
ん
、

T
さ

ん
、
L
さ
ん
計
―

四
人
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

L
さ
ん
以
外
は
現
在

す
べ
て
婦
化
し
て
い
る
。

一
方
、
台
湾
出
身
者
同
士
で
結
婚
し
た
の

は
A
さ
ん
、

B
さ
ん
、

C
さ
ん
、

D
さ
ん
、

E
さ
ん
、

N
さ
ん
、

0

さ
ん
、

V
さ
ん
、

W
さ
ん
で
計
九
人
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
外
地
台
湾

籍
を
持
っ
た
も
の
の
、
戦
後
に
な

っ
て
中
華
民
国
（
台
湾
）
籍
に
な
っ

た
が
、
一
九
七

0
年
代
に

A
さ
ん
、

B
さ
ん
、

C
さ
ん
以
外
の
六
人

は
帰
化
し
た
。
調
査
対
象
者
の
八
割
ま
で
が
帰
化
し
て
い
る
。

彼
ら
は
渡
日
後
、
ど
の
よ
う
な
家
族
形
成
を
経
験
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
彼
ら
に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
内
容
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と

彼
ら
の
家
族
形
成
は
次
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
（
表

3
)
。
す
な
わ

ち
、
(
-
)
日
本
人
夫
と
結
婚
し
た
ケ
ー
ス
、
（
二
）
日
本
人
妻
と
結

婚
し
た
ケ
ー
ス
、
（
三
）
台
湾
人
同
士
で
結
婚
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
固
有
の
戸
籍
と
国
籍
の
移
動
が
見

ら
れ
る
。
以
下
で
は
、
彼
ら
が
日
本
の
戸
籍
と
国
籍
制
度
に
お
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
対
応
し
な
が
ら
家
族
を
形
成
し
て
き
た

の
か
、
具
体
的
に
見
て
い
く
。

台
湾
出
身
者
の
家
族
と
戸
籍
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図
2
で
示
し
た
よ
う
に
、
台
湾
出
身
者
は
日
本
人
と
の
結
婚
の
割

合
が
高
か
っ
た
。
そ
し
て
、
日
本
へ
の
帰
化
の
割
合
も
目
立
つ
。
ま

ず
戸
籍
制
度
つ
い
て
概
観
し
、
そ
れ
か
ら
彼
ら
に
対
す
る
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
内
容
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
家
族
形
成
と
婚
姻
形
態
を
考

察
す
る
。

台湾出身者は 日本人との結婚の割合

（単位：人）

図2
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表2 調査対象者 のプロフ ィール

対象者 出身地 性別 出生年 来日年 結婚年 結婚相手 現在国籍 子どもの数

A 
台南

男 1917 1936 1940 (23) 台湾人 台湾
（台南州）

台南
2男+1女

B 
（台南州）

女 1921 1940 1940 (19) 台湾人 台湾

C 
雲林

男 1920 1939 1942 (22) 台湾人 台湾 3男+2女
（台南州）

D 
嘉義

男 1922 1939 1944 (23) 台湾人 日木
（台南州）

嘉義
2男+1女

E 
（台南州）

女 1924 1944 1944 (20) 台湾人 日本

F 
台中

男 1922 1935 1943 (22) 日本人＋日本人 日本
2男+1女

（台中州） +1女

G 
台中

男 1923 1939 1944 (22) 日本人 日本 1男十 1女
（台中州）

H 
宜蘭

男 1921 1942 1945 (24) 日本人 日木 1男十 3女
（台北州）

I 
台南

男 1922 1939 1944 (23) 日本人 日本 2男十 1女
（台南州）

J 
基隆

男 1919 1937 1945 (26) 日本人＋台湾人 日本
1男+1女

（台北州） 1男十 1女

K 
台中

男 1922 1940 1944 (22) 日本人 日本 1男+1女
（台中州）

L 
宜蘭

男 1919 1939 1944 (25) 日本人＋中国人 中国 2女+2女
（台北州）

M 
彰化

男 1923 1940 1945 (23) 日本人 日本 2男
（台中州）

N 
台中

女 1922 1940 1940 (19) 台湾人 日本 1男+1女
（台中州）

゜
台中

女 1924 1940 1944 (19) 台湾人 日本 2男
（台中州）

p 雲林
男 1921 1939 戦後 1947 日本人 日本 1男+1女

（台南州）

Q 
哀義

男 1923 1941 1944 (21) 日本人 日本
（台南州）

R 
台中

男 1923 1941 戦後 1945 日本人 日本 2男+1女
（台中州）

s 台中
男 1927 1945 戦後 1946 日本人 日本 2男

（台中州）

T 
台中

男 1923 1935 戦後 1951 日本人 臼本 1男+1女
（台中州）

u 宜蘭
女 1923 1944 1942 日本人 日本 2女+2女

（台北州）

V 
台中

男 1920 1939 台湾人 日本
（台中州）

台中
戦後 1945 2男十 3女

w 
（台中州）

女 1926 戦後 1945 台湾人 日本

＊インタピュー調査に基づき、筆者作成。

#Lさんは政治的な原因で台湾の中華民国の籍を離脱し、回復できなかった。

表3 台湾出身者の婚姻ケース

YES u
 

(2)日本人妻との結婚

（含事実婚）

F G・H・I・J※ ・K・M 

P Q・R・ S・T 
D・E・N・O・V・W 

(1)日本人夫との結婚 (3)台湾人同士の結婚

NO I I L※ I A. B C 

※J、Lさんは二度結婚しているが一回目の結婚は戦前日本人女性と結婚していた。
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(
-
）
戦
前
の
戸
籍
と
戦
後
の
国
籍

戦
前
は
、
天
皇
家
を
総
本
家
と
す
る
「
大
日
本
共
同
体
」
に
他
民

族
を
包
摂
す
る
と
い
う
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
台
湾
出
身
者

も
日
本
国
籍
が
与
え
ら
れ
た
が
、
生
来
の
日
本
人
と
区
別
す
る
た
め
、

内
地
籍
と
外
地
籍
と
い
う
戸
籍
区
分
が
設
定
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な

戸
籍
制
度
に
お
い
て
戸
籍
の
変
動
は
、
結
婚
や
養
子
縁
組
の
み
生
じ

た
。
つ
ま
り
、
日
本
人
夫
が
台
湾
人
妻
と
婚
姻
し
た
場
合
、
台
湾
人

妻
は
日
本
人
夫
の
内
地
戸
籍
の
「
家
」
に
入
籍
し
、
生
来
の
台
湾
戸

籍
か
ら
除
籍
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
台
湾
人
夫
が
日
本
人
妻

と
婚
姻
し
た
場
合
は
、
日
本
人
妻
は
台
湾
人
夫
の
外
地
戸
籍
の
「
家
」

（
台
湾
の
家
J
I
A
)
に
入
籍
し
、
本
来
の
内
地
戸
籍
の
「
家
」
か

ら
除
籍
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
、
台
湾
人
夫
が
日
本
人
妻

と
入
夫
婚
姻
し
あ
る
い
は
婿
養
子
縁
組
婚
姻
を
し
た
場
合
は
、
台
湾

人
夫
は
日
本
人
妻
の
戸
籍
に
入
籍
し
、
台
湾
の
戸
籍
か
ら
除
籍
さ
れ

(5
)
 

る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
戦
後
、
一
九
四
八
年
一
月
一
日
に
改
正
さ
れ
た

法
律
に
よ
り
「
戸
主
」
を
中
心
に
構
成
さ
れ
た
拡
大
家
族
で
、

一
っ

の
戸
籍
下
に
収
敏
さ
れ
て
い
た
「
家
」
制
度
は
廃
止
さ
れ
た
。
日
本

の
敗
戦
に
と
も
な
い
、
「
帝
国
臣
民
」
で
あ
っ
た
台
湾
人
も
サ
ン
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
発
効
に
よ
り
、
日
本
国
籍
か
ら
離
脱
す
る

こ
と
に
な
り
、
国
籍
が
大
日
本
帝
国
か
ら
中
華
民
国
に
変
更
さ
れ
た
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
変
化
の
中
で
、
「
帝
国
臣
民
」
家
族
か
ら
「
外

国
人
」
家
族
へ
と
な
っ
た
台
湾
出
身
者
お
よ
び
そ
の
家
族
に
は
如
何

な
る
変
化
が
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
戦
前
台
湾
出
身
者
の
家
族
、
と

く
に
日
本
人
妻
の
戸
籍
を
制
約
し
て
い
た
「
家
」
制
度
の
廃
止
に
伴

い
、
彼
女
た
ち
に
対
す
る
取
り
扱
い
は
ど
う
な
っ
た
の
か
を
法
的
制

度
か
ら
検
討
す
る
。

平
和
条
約
が
発
効
す
る
前
の
「
平
和
条
約
発
効
に
伴
う
朝
鮮
人
、

台
湾
人
等
に
関
す
る
国
籍
及
び
戸
籍
事
務
の
処
理
」
と
題
す
る

「法

(
6
)
 

務
府
民
事
局
長
通
達
」
に
よ
り
、
台
湾
出
身
者
の
国
籍
は
た
と
え
内

地
に
住
ん
で
も
日
本
の
国
籍
を
喪
失
す
る
一
方
、
条
約
の
発
効
前
に

朝
鮮
人
又
は
台
湾
人
と
の
婚
姻
、
養
子
縁
組
等
の
身
分
行
為
に
よ
り

内
地
の
戸
籍
か
ら
外
地
籍
の
台
湾
籍
に
な
っ
た
生
来
の
日
本
人
も
日

本
の
国
籍
を
喪
失
す
る
。
条
約
の
発
効
前
に
内
地
人
と
の
婚
姻
、
縁

組
の
身
分
行
為
に
よ
り
内
地
の
戸
籍
に
入
籍
し
た
場
合
が
あ
っ
て
も

内
地
人
で
あ
れ
ば
条
約
発
効
後
も
何
ら
の
手
続
を
要
す
る
こ
と
な

く
、
引
き
続
き
日
本
の
国
籍
を
保
有
す
る
。
つ
ま
り
、
戦
後
の
国
籍

は
戦
前
の
戸
籍
に
左
右
さ
れ
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
法
的
強
制
力
に
対
し
て
、
台
湾
出
身
者
は
ど
の
よ
う

に
家
族
を
形
成
し
た
の
か
、
彼
ら
が
語
っ
た
内
容
か
ら
分
析
す
る
。
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（
二
）
戸
籍
制
度
を
め
ぐ
る
台
湾
出
身
者
の
家
族

こ
こ
で
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
か
ら

(
1
)
日
本
人
男
性
と
の
結

婚

(
2
)
日
本
人
女
性
と
の
結
婚

(
3
)
台
湾
人
同
士
の
結
婚
、
そ

れ
ぞ
れ
の
実
態
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。



(1
)
日
本
人
男
性
と
結
婚
し
た
台
湾
人
女
性

（内
地
家
族
）

今
回
の
調
査
対
象
者
の
中
で
、
日
本
人
と
結
婚
し
た
女
性
は

U
さ

ん
だ
け
で
あ
る
。
U
さ
ん
に
よ
る
と
小
学
校
卒
業
後
、
台
湾
に
あ
る

公
立
の
酒
工
場
で
働
い
て
い
た
が
、
そ
こ
で
日
本
人
の
夫
と
知
り
合

い
、
恋
愛
結
婚
を
し
た
。
だ
が
戦
争
中
、
夫
が
兵
隊
に
取
ら
れ
る
と

子
ど
も
と
一
緒
に
夫
の
日
本
の
実
家
に
身
を
寄
せ
た
。
戦
後
、
夫
が

戦
死
し
、
夫
の
弟
と
再
婚
し
た
。

U
さ
ん
の
場
合
は
、
終
戦
前
、
日
本
人
男
性
と
婚
姻
関
係
を
持
つ

こ
と
で
、
日
本
内
地
の

「
家
」
の
一
員
と
見
な
さ
れ
、
外
地
籍
か
ら

内
地
籍
へ
と
転
籍
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
戦
争
中
は
、
内
地
籍
を
持
っ

て
い
た
た
め
外
地
籍
を
持
っ
て
い
る
台
湾
人
と
異
な
り
、
自
由
に
内

地
へ
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
終
戦
後
も
内
地
戸
籍
を
も
っ

て
い
た
た
め
に
日
本
国
籍
が
与
え
ら
れ
、
日
本
人
と
同
じ
権
利
を
保

障
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
生
ま
れ
か
ら
今
日
に
い
た
る
ま
で
ず
っ

と
日
本
国
籍
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

つ
ま
り
、
婚
姻
関
係
と
「
家
」
制
度
に
よ
り
、
外
地
台
湾
籍
か

ら
内
地
戸
籍
に
転
籍
す
る
こ
と
に
な
っ
た
台
湾
人
女
性
は
、
「
家
」

制
度
に
包
摂
さ
れ
、
戦
後
も
日
本
国
籍
を
引
き
続
き
保
持
す
る
こ

と
が
で
き
、
戦
後
外
国
人
を
束
縛
す
る
外
国
人
登
録
令
の
対
象
外

と
な
っ
た
。

(
2
)

日
本
人
女
性
と
結
婚
し
た
台
湾
人
男
性
（
外
地
家
族
）

調
査
対
象
者
ニ
―
―
一
人
の
う
ち
に
、
一
四
人
の
台
湾
人
男
性
は
日

本
人
女
性
と
婚
姻
関
係
（
含
擬
似
的
結
婚
関
係
つ
ま
り
事
実
婚
）

が
あ
っ
た
。

「
私
は
戦
争
中
、
会
っ
た
こ
と
も
な
い
夫
と
結
婚
す
る
よ
う
父
に

言
わ
れ
た
。
当
時
は
父
の
話
は
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
時
代
で
す

か
ら
ね
。
で
も
、
終
戦
後
、
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
が
私
は
日
本
国
籍

で
は
な
く
な
っ
た
。
中
華
民
国
籍
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
私
は
も
と

も
と
日
本
人
に
も
か
か
わ
ら
ず
。
日
本
人
な
の
に
、
日
本
籍
を
取
ら

れ
て
、
変
な
話
だ
ね
」

(
M
さ
ん
の
日
本
人
妻
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）
。

南
敏
文
に
よ
る
と
台
湾
戸
籍
を
持
つ
台
湾
人
夫
が
内
地
籍
を
持
つ

日
本
人
妻
と
婚
姻
す
る
場
合
は
、

該
当
内
地
在
籍
の
妻
は
、
台
湾
の

戸
籍
に
入
籍
の
事
由
が
生
じ
た
も
の
と
し
て
、
共
通
法
三
条
の
適
用

を
受
け
、
台
湾
の
戸
籍
事
務
官
掌
者
か
ら
入
籍
通
知
（
旧
戸
四
十
二

条
の

二）

を
受
け
た
上
、
内
地
戸
籍
か
ら
除
籍
す
る
取
り
扱
い
が
な

さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
終
戦
後
、
台
湾
人
に
嫁
い
だ
生
来
の
日

本
人
は
内
地
の
戸
籍
を
失
っ
た
た
め
日
本
籍
と
認
め
ら
れ
ず
、
一
般

外
国
人
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

（南一

九
九
五
[

―
―
一
八
ー
九
）
。

「
戦
後
料
理
屋
で
妻
と
知
り
合
い
、

一
九
五

一
年
に
結
婚
し
た
。

一
九
五
二
年
に
彼
女
は
私
と
一
緒
に
日
本
国
籍
を
失
い
、
台
湾
籍
に

な
っ
た
」

(T
さ
ん
の
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
）。

つ
ま
り
、
台
湾
男
性
出
身
者
は
日
本
人
と
結
婚
し
て
も
養
子
に
な

ら
な
い
か
ぎ
り
戸
籍
を
取
得
で
き
ず
、
戦
後
は
日
本
国
籍
を
失
っ
た
。

一
方
日
本
人
妻
も
た
と
え
生
来
の
日
本
人
だ
と
し
て
も
、
日
本
の
国
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籍
を
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

(
3
)
台
湾
人
同
土
の
結
婚

（外
地
家
族
）

一
九
四
四
年
に

O
さ
ん
は
同
じ
出
身
地
の
台
湾
人
夫
と
出
会
い
結

婚
し
た
。
彼
女
は
「
別
に
わ
ざ
わ
ざ
台
湾
人
と
結
婚
す
る
と
か
日
本

人
と
結
婚
す
る
と
か
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
昔
、
日
本
に

い
る
台
湾
人
は
本
当
に
少
な
く
珍
し
い
存
在
で
し
た
か
ら
。」
と
言

っ

て
い
る
。

台
湾
人
同
士
の
家
族
は
、
そ
も
そ
も
地
域
戸
籍
に
編
入
さ
れ
た
た

め
、
終
戦
後
、

「家
」
論
理
を
内
包
し
上
記
の
通
達
の
基
準
に
沿

っ

て
、
日
本
国
籍
を
喪
失
し
、
「
帝
国
臣
民
」
家
族
か
ら

「外
国
人
家
族
」

に
な
っ
た
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
の
家
族
制
度
に
お
け
る
戸
籍
の
移

動
は
あ
く
ま
で
も

「家
」
に
お
け
る
戸
籍
制
度
の
論
理
に
し
た
が
っ

た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
戦
前
日
本
国
籍
を
取
得
し
、
日
本
の
「
家
」

に
包
摂
さ
れ
る
台
湾
人
女
性
が
い
る
一
方
で
、

H
本
国
籍
を
喪
失
し
、

「家
」
か
ら
も
排
除
さ
れ
た
日
本
人
女
性
が
い
た
。
日
本
敗
戦
直
後
、

国
籍
の
認
定
は
血
縁
と
関
係
な
く
、

「家
」
制
度
の
中
に
含
ま
れ
て

い
た
父
系
主
義
に
基
づ
い
て
い
た
。

つ
ま
り
、
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
、
血
統
と
は
関
係
な
く
台
湾

人
女
性
は
内
地
の

「家
」
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
家
族
制
度
に
包
摂

さ
れ
た
。
一

方
、
日
本
人
妻
に
対
し
て
は
戦
前
の
内
地
籍
の
排
除
と

戦
後
の
国
籍
の
排
除
と
い
う
―

一度
の
排
除
が
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
・
法
的
強
制
力
に
対
し
て
、

う
な
対
応
を
取
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

彼
ら
は
ど
の
よ
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四
戸
籍
制
度
の
排
除
に
対
す
る
家
族
戦
略

終
戦
以
前
に
日
本
へ
来
た
台
湾
人
夫
は
、
戦
後
、
日
本
国
籍
を
喪

失
し
た
た
め
、

「特
別
永
住
」
と
い
う
在
留
身
分
で
日
本
に
定
住
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
一

九
八
四
年
ま
で
日
本
政
府
は
父
系
血
統
主
義

を
採
用
し
て
い
た
た
め
、
日
本
で
生
ま
れ
た
子
ど
も
は
日
本
国
籍
を

取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
戦
後
の
冷
戦
体
制
に

よ
る
台
湾
政
治
の
極
め
て
不
安
定
な
状
態
か
ら
、
よ
ほ
ど
の
理
由
が

な
い
限
り
戦
前
に
日
本
へ
来
た
台
湾
出
身
者
の
帰
国
の
割
合
は
極
め

て
低
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
台
湾
出
身
者
が
取
っ
た
対
応

は
以
下
の
よ
う
な
二
つ
の
類
型
に
大
別
で
き
る
。

（
一
）
事
実
婚

(
H
さ
ん
、

J
さ
ん
、

M
さ
ん
）

M
さ
ん
は
戦
争
中
日
本
人
妻
と
「
結
婚
」
し
、
同
居
し
て
い
た
も

の
の
役
所
へ
結
婚
届
け
を
出
さ
な
か
っ
た
。
終
戦
後
に
子
ど
も
が
生

ま
れ
て
も
手
続
き
を
し
な
か

っ
た
。
子
ど
も
は

M
さ
ん
の
妻
の
子
ど

も

（俗
称
私
生
児
）
と
し
て
届
け
た
た
め
、
日
本
国
籍
を
取
得
し
た
。

戦
後
M
さ
ん
は
子
ど
も
と
同
じ
で
妻
の
姓
を
名
乗
っ
て
お
り
、
日
中

国
交
回
復
の
き
か
っ
け
に
一
九
七
三
年
に
妻
の
姓
で
婦
化
し
た
。
周

知
の
通
り
、
一
九
七
二
の
日
中
国
交
回
復
を
機
に
、
日
本
政
府
は
台



湾
の
中
華
民
国
と
断
交
し
た
。
そ
の
た
め
、

M
さ
ん
の
よ
う
に
多
く

の
日
本
在
住
の
台
湾
出
身
者
は
従
来
の
中
華
民
国
の
国
籍
が
日
本
政

府
に
認
め
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
を
恐
れ
、
日
本
へ
の
帰
化
手
続
き
を

行

っ
た

（加
藤

一
九
七
六
、
野
入
二
0
0
1
、
陳
二
0
0
五）
。

一
方
、
戦
前
日
本
人
妻
と
同
居
し
て
い
た
J
さ
ん
も
結
婚
届
を
出

さ
な
か

っ
た
。
戦
後
生
ま
れ
た
子
ど
も
は
日
本
人
妻
の
「
私
生
児
」

と
し
て
日
本
人
妻
の
姓
を
名
乗
っ
て
い
た
。
そ
の
娘
が
結
婚
し
改
姓

し
た
後
、
財
産
を
分
与
す
る
た
め
に
認
知
し
た
（
そ
の
の
ち
、
「
前
妻
」

と
別
れ
、
台
湾
人
女
性
と
結
婚
し
、
二
人
と
も
帰
化
し
て
い
る
）
。

他
方
H
さ
ん
も
結
婚
式
を
挙
げ
た
が
公
式
的
な
手
続
き
を
し
な

か

っ
た
。
戦
後
子
ど
も
が
生
ま
れ
て
も
結
婚
届
け
を
出
さ
な
か

っ
た

が
、
M
さ
ん
と
違
い
、
自
分
が
使
用
し
て
い
た
日
本
式
の
姓
を
名
乗

ら
せ
て
認
知
し
た
。
法
律
上
婚
姻
関
係
が
な
か

っ
た
日
本
人
妻
も
日

常
生
活
で
子
ど
も
と
同
様
に

H
さ
ん
の
日
本
式
の
姓
を
使
い
名
乗

っ

て
い
る
。一

九
七
三
年
に

H
さ
ん
は
子
ど
も
と
帰
化
し
た
後
の
翌
年
、

正
式
に
結
婚
届
け
を
出
し
た

（図
3
)。

一
八
九
九
（
明
治

三
十

二）

年
に
制
定
さ
れ
た
国
籍
法
は

一
九
五

O

（
昭
和
二
十
五
）
年
に
現
行
の
国
籍
法
に
改
正
さ
れ
る
ま

で
施
行
さ
れ
て
い
た
。
台
湾
出
身
者
は
終
戦
ま
で
「
日
本
国
籍
」
で

あ
っ
た
た
め
国
籍
法
で
な
く
台
湾
戸
籍
令
に
制
約
さ
れ
て
い
た
。
終

戦
後
、外
国
人
と
な
っ
た
た
め
、
国
籍
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ

た
。
一

九
八
四
年
以
前
日
本
は
父
系
血
統
主
義
で
あ

っ
た
た
め
、
台

湾
人
父
と
日
本
人
母
か
ら
生
ま
れ
た
子
は
法
律
上
台
湾
籍
し
か
取
得

で
き
な
か
っ
た
が
、
日
本
人
女
性
の
非
摘
出
子
つ
ま
り
父
が
い
な
い

私
生
児
で
あ
れ
ば
、
補
欠
的
な
母
系
血
統
主
義
に
よ
っ
て
日
本
国
籍

を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

以
上
台
湾
人
家
族
の
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
の
事
例
か
ら
考
え
れ
ば
、

戸

籍
謄
本
上
は
家
族
と
し
て
認
め
ら
れ
な
く
て
も
‘

―
つ
の
屋
根
で
生

活
し
て
い
た
。
「事
実
婚
」
で
あ

っ
た
が
、
妻
の
姓
を
子
ど
も
に
名

乗
ら
せ
た
り
、
あ
る
い
は
認
知
し
た
り
し
た
。

Hさんの戸籍謄本図3
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（
二
）
離
婚

G
さ
ん
は
終
戦
前
日
本
人
妻
と
知
り
合
い
結
婚
し
た
が
、
戦
後
G

夫
婦
と
も
日
本
籍
か
ら
台
湾
籍
に
な
っ
た
。
子
ど
も
の
就
学
が
原
因

で
表
面
上
「
離
婚
」
手
続
き
を
し
、
妻
を
元
日
本
人
と
し
て
日
本
に

帰
化
さ
せ
、
子
ど
も
を
妻
の
戸
籍
に
入
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
実
生

活
に
は
以
前
と
同
様
で
同
じ
屋
根
で
生
活
し
て
い
た
。

子
ど
も
を
日
本
籍
に
す
る
た
め
、
日
本
人
妻
か
ら
生
ま
れ
た
非
嫡

出
子
と
し
て
、
日
本
人
妻
の
戸
籍
に
入
れ
、
父
親
不
明
の
「
戸
籍
」

を
作
成
し
た
後
に
、
台
湾
人
夫
が
そ
の
子
を
認
知
す
る
と
い
う
G
さ

ん
の
事
例
は
、
当
時
の
台
湾
出
身
者
が
日
本
で
生
き
る
子
ど
も
の
将

来
を
考
え
て
取
っ
た

―
つ
の
戦
略
だ

っ
た
。
こ
う
し
た
対
応
を
通
し

て
、
台
湾
人
出
身
者
の

「家
族
」
は
、
日
本
の
家
族
制
度
に
お
け
る

排
除
に
対
し
て
対
抗
し
た
。

五
お
わ
り
に

以
上
、
台
湾
人
家
族
に
つ
い
て
国
籍
と
戸
籍
の
変
遷
か
ら
論
じ
た
。

戦
前
の
共
同
体
の
「
家
」
は
、
血
統
と
は
関
係
が
な
く
、
「
家
」
に

入
れ
る
か
ど
う
か
は
戸
籍
が
決
め
る
。
戦
前
国
家
家
族
の
「
家
」
は
、

血
縁
を
維
持
す
る
の
で
は
な
く
、
家
そ
の
も
の
の
拡
張
・
存
続
が
重

視
さ
れ
る
た
め
血
統
に
は
こ
だ
わ
ら
な
い
開
放
的
な
「
家
」
で
あ

っ

た
。
し
た
が

っ
て
、
終
戦
前
に
は
外
地
人
の
血
統
が
そ
れ
ほ
ど
問
題

視
さ
れ
ず
境
界
線
が
曖
昧
で
あ

っ
た
た
め
、
内
地
の
家
制
度
に
絹
入

さ
れ
や
す
か
っ
た
。
明
治
以
降
の
日
本
に
ま
れ
に
み
る
特
殊
的
な
時

期
だ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
あ
る
意
味
で
は
、
包
摂
と
排
除
の
境

界
線
が
先
天
的
な
も
の
で
は
な
く
、
後
天
的
な
個
人
の
意
思
に
よ

っ

て
乗
り
越
え
ら
れ
た
。

戦
前
、
台
湾
出
身
者
は
成
り
行
き
で
恋
愛
結
婚
か
見
合
い
結
婚
で

日
本
人
か
台
湾
人
と
結
婚
し
た
。
戦
後
、
歴
史
変
動
に
影
響
さ
れ
「
帝

国
臣
民
」
家
族
か
ら
「
外
国
人
家
族
」
に
な
っ
た
。

一
方
、
台
湾
人

に
嫁
い
だ
日
本
人
妻
も
「
日
本
敗
戦
」
と
い
う
歴
史
変
動
の
強
制
力

に
翻
弄
さ
れ
、
「
日
本
籍
」
を
失
い
、
外
国
人
家
族
の
妻
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
戸
籍
や
国
籍
に
振
り
回

さ
れ
る
台
湾
出
身
者
「
家
族
」
の
変
遷
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。

一
方
、
婚
姻
に
よ

っ
て
戸
籍
が
変
わ
る
、
あ
る
い
は
日
本
の
敗
戦

に
よ

っ
て
、
国
籍
が
変
わ
る
と
い
う
当
時
の
法
的

・
歴
史
的
状
況
に

対
し
て
、
台
湾
出
身
者
家
族
は
事
実
婚
、
不
本
意
な
離
婚
な
ど
の
戦

略
を
取
っ
て
対
応
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
法
的
に
は

家
族
の
形
態
を
取
ら
な
く
て
も
日
本
社
会
に
適
応
す
る
た
め
、
彼
ら

は
戦
略
を
用
い
、
実
質
的
な
「
家
族
」
を
形
成
し
た
。

戸
籍
や
国
籍
の
変
更
は
、
台
湾
人
出
身
者
の
家
族
形
成
や
婚
姻
形

態
に
影
響
を
与
え
た
が
、
そ
れ
に
伴
い
、
台
湾
出
身
者
の
「
姓
」
の

変
更
も
迫
ら
れ
た
。台
湾
出
身
者
が
日
本
社
会
に
適
応
す
る
た
め
に
、

「
姓
」
の
変
更
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
の
か
。
そ
の
際
に
、
ど

の
よ
う
な
葛
藤
が
あ

っ
た
の
か
に
つ
い
て
、次
回
の
課
題
に
し
た
い
。
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(1
)
植
民
地
時
代
の
教
育
を
皇
民
化
教
育
と
い
う
場
合
が
あ
る
が
、
厳
密
に
い

え
ば
、
「
皇
民
化
教
育
」
と
は

一
九
三
七
年
七
月
の
薩
溝
橋
事
件
発
生
後

に
、
「
皇
国
精
神
の
徹
底
を
図
り
、
普
通
教
育
を
振
興
し
、

言
語
風
俗
を

匡
励
し
て
忠
良
な
る
帝
国
臣
民
た
る
の
素
地
を
培
養
」
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
実
施
さ
れ
た
政
策
で
あ
る
。
一

方
、
調
資
対
象
者
は
日
中
戦
争
以

前
に
公
学
校
教
育
を
受
け
て
お
り
、
「
皇
民
化
」
教
育
と
区
別
す
る
た
め
に
、

当
時
の
教
育
を
「
帝
国
臣
民
」
化
教
育
と
す
る
。
こ
こ
で
の
「
帝
国
臣
民
」

家
族
と
は

「帝
国
臣
民
」
化
教
育
を
受
け
た
台
湾
出
身
者
と
渡
日
後
に
形

成
し
た
そ
の
家
族
を
指
す
。

(
2
)
本
稿
で
は
、
歴
史
的
な
意
味
で

「内
地
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
。
そ

れ
以
外
、
「
日
本
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
。

(3
)
＞
さ
ん
と
W
さ
ん
は
一
九
四
五
年
終
戦
直
後
結
婚
し
た
。

(4
)
日
本
人
夫
と
結
婚
後
、
外
地
籍
か
ら
内
地
籍
に
転
入
し
た
た
め
、
戦
後
に

な
っ
て
も
「
日
本
人
」
と
分
類
さ
れ
日
本
国
籍
を
与
え
ら
れ
た
。
し
た
が

っ

て
、
彼
女
は

一
生
涯
日
本
国
籍
で
あ
る
。

(
5
)
遠
藤
正
敬
に
よ
る
と
、
そ
れ
を
法
律
上
規
定
し
た
の
が
共
通
法
(
-
九
一
八

年
法
律
第
一
――
九
号
）
で
あ
り
、
そ
の
第
三
条
第

一
項
は

「一

ノ
地
域
ノ
法

令
二
依
リ
其
ノ
地
域
ノ
家
二
入
ル
者
ハ
他
ノ
地
域
ノ
家
ヲ
去
ル
」
と
し
て
、

他
地
域
の
「
家
」
に
入
る
こ
と
を
条
件
に
地
域
間
の
転
籍
を
認
め
て
い
た
。

(6
)
平
和
条
約
が
発
効
す
る
前
に
、
一
九
五
―
一
年
四
月

一
九
日
付
の
「
平
和
条

約
発
効
に
伴
う
朝
鮮
人
、
台
湾
人
等
に
関
す
る
国
籍
及
び
戸
籍
事
務
の
処

理
」
に
と
題
す
る
「
法
務
府
民
事
局
長
通
達
」
に
よ
り
台
湾
出
身
者
の
国

籍
は
以
下
の
よ
う
に
変
更
す
る
と
し
て
い
た

（民
事
甲
四
三
八）。

①
こ
れ
に
伴
い
、
朝
鮮
人
及
び
台
湾
人
は
、
内
地
に
在
住
し
て
い
る
者
を

含
め
て
す
べ
て
日
本
の
国
籍
を
喪
失
す
る
。

②
も
と
朝
鮮
人
は
台
湾
人
で
あ
っ
た
者
で
も
、
条
約
の
発
効
前
に
内
地
人

と
の
婚
姻
、
縁
組
の
身
分
行
為
に
よ
り
内
地
の
戸
籍
に
入
籍
す
べ
き
事

由
の
生
じ
た
も
の
は
、
内
地
人
で
あ
っ
て
、
条
約
発
効
後
も
何
ら
の
手

続
を
要
す
る
こ
と
な
く
、
引
き
続
き
日
本
の
国
籍
を
保
有
す
る
。

③
も
と
内
地
人
で
あ

っ
た
者
で
も
、
条
約
の
発
効
前
に
朝
鮮
人
又
は
台
湾

人
と
の
婚
姻
、
養
子
縁
組
等
の
身
分
行
為
に
よ
り
内
地
の
一
戸
籍
か
ら
除

籍
せ
ら
れ
る
べ
き
事
由
の
生
じ
た
も
の
は
、
朝
鮮
人
又
は
台
湾
人
で

あ

っ
て
、
条
約
発
効
と
と
も
に
日
本
の
国
籍
を
喪
失
す
る
。

④
条
約
発
効
後
に
、
朝
鮮
人
及
び
台
湾
人
が
日
本
の
国
籍
を
取
得
す
る
に

は、

一
般
の
外
国
人
と
同
様
、
も

っ
ぱ
ら
国
籍
法
の
帰
化
の
手
続
き
に

よ
る
こ
と
を
要
す
る
。

な
お
、
帰
化
の
場
合
、
朝
鮮
人
及
び
台
湾
人

「（三）

に
お
い
て
述
べ
た
内

地
人
を
除
く
」
は
、
国
籍
法
第
五
条
第
二
号
の

「
日
本
国
民
」
で
あ

っ
た

者
及
び
第
六
条
第
四
号
の
「
日
本
の
国
籍
を
失

っ
た
者
」
に
該
当
し
な
い
。
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大
学
文
学
部
紀
要
J

I

一―

[六

一
ー
七
四
°

嘉
本
伊
都
子

（二

0
0
1
)
『
国
際
結
婚
の
誕
生
ー
〈
文
明
国
日
本
〉
へ
の
道
」

新
曜
社
。

川
島
武
宜
(
-
九
五
七
）

7_
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
家
族
制
度
j

岩
波
書
店
。

川
島
武
宜
(
-
九
五

O
)
『
日
本
社
会
の
家
族
的
構
成
j

日
本
評
論
社
。

黄
嘉
瑣
(
―

1
0
0
八
）
「
第
一
一
次
世
界
大
戦
前
後
の
日
本
に
お
け
る
台
湾
出
身

者
の
定
住
化
の
一
過
程
ー
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
の
視
点
か
ら
ー
」
『
海
港
都
市
研
究
」

三

い
―
二
九
ー
一
四
一
。

黄
嘉
瑣
(
―

1
0
0
八
）
「
一
九
―
―

1
0
年
代
に
お
け
る
台
湾
出
身
者
の

「
日
本
」

へ
の
移
動
と
要
因
ー
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
の
視
点
か
ら
」
『
日
本
華
僑
華
人
j

五
[

一
六
八
ー
一
八
二
。

高
妻
新
(
-
九
六
九
）
「
平
和
条
約
発
効
前
に
お
け
る
内
地
人
と
外
地
人
間
の

『
籍
』
の
移
動
ー
ニ
」
『
戸
籍
j

二
七
ニ

ニ―

1
0
。

竹
下
修
子

(―

1
0
0
0
)
『
国
際
結
婚
の
社
会
学
j

学
文
社
。

陳
天
璽
(
―

1
0
0
五）

『無
国
籍
j

新
潮
社
。

利
谷
信
義
(
-
九
八
七
）

『家
族
と
国
家
ー
家
族
を
動
か
す
法
・
政
策
・
思
想
j

筑
摩
書
房
。

利
谷
信
義
•
鎌
田
浩
•
平
松
紘
編
著
(
-
九
九
六
）

『
戸籍
と
身
分
登
録

j
早
稲

田
大
学
出
版
社
。

中
川
善
之
助
他
(
-
九
三
七
）
『
民
法
」

日
本
評
論
社
。

中
生
勝
美
（
二

0
0
五
）
「
日
本
の
植
民
地
に
お
け
る
家
族
政
策
ー
戸
籍
・
家
族

制
度
」
田
中
真
砂
子
・
白
石
玲
子
・
三
成
美
保
編
『
国
民
国
家
と
家
族
・
個
人
』

早
稲
田
出
版
社
、
一
五
一
ー
七
―――°

野
入
直
美
(
―

1
0
0
1
)
「
石
垣
島
の
台
湾
人
ー
生
活
史
に
み
る
民
族
関
係
の

変
容
（
二
）
」
『
琉
球
大
学
法
文
学
部
人
間
科
学
科
紀
要
」
八
[

I
 

0
1
―-
|
 

―
――五°

福
島
正
夫
(
-
九
六
七
）

『
H
本
資
本
主
義
と

「家
」
制
度
j

東
京
大
学
出
版
社
。

南
敏
文
編
著
(
-
九
九
五
）

「Q
＆
A
渉
外
戸
籍
と
国
際
私
法
』
日
本
加
除
出
版
。

柳
田
国
男
(
-
九
六
一―
-
)
「
大
家
族
と
小
家
族
」

「定
本
柳
田
国
男
集
15
j
筑
摩
書
房
。
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固
科
會
専
題
計
書
一
「
網
路
科
技
射
古
向
級
中
學
社
會
科
教
學
的
影
郷
音
」
高
中
地
理

科
電
子
教
科
書
第
一
冊
「
地
学
通
論
（
地
琲
一
）
第
十
三
章
人
口
(
-)』。

施

建

彬

(

―
1
0
0
五
）
「
由
中
國
文
化
脈
絡
談
台
庶
外
籍
新
娘
現
象
」

『研
究

輿
動
態
」

八
[

-
四
―
|
―
五
一
。

陳
其
南
(
-
九
八
六
）

k

婚
姻
、
家
族
輿
社
会
j

允
晨
文
化
公
司
。

周
婉
窃
(
―

-
0
0
―-）

E

海
行
分
的
年
代
j

允
晨
文
化
出
版
。




